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３－５ 管理情報の記録 
 

○ 施設管理者は、定期点検及び健全性の診断の結果並びに措置の内容等を記録し、当該

施設が利用されている期間中は、これを保存する。 

○ 農道の保全対策を適切かつ効率的に実施するため、原則として施設管理者は農道の基

礎諸元、過去の点検結果とその評価、保全対策の履歴等の管理情報についてデータベー

スを構築するとともに毎年度更新する。 

○ 施設管理者に代わって別の者が点検診断及び保全対策を実施する場合は、上記の情報

を施設管理者に共有する。 

 

・ 管理情報の記録 

① 定期点検等の結果は、保全対策計画を立案する上で参考とする基礎的な情報であ

り、適切な方法で記録し、蓄積しておかなければならない。 

② また、農道の保全対策は劣化の進行を踏まえて、より効率的な保全対策を比較検

討し選択するものであるため、構造物諸元、保全対策の履歴、日常管理状況、点検

結果等の情報が検討にあたっての重要な情報であり、これらの情報を構造物毎に収

集・蓄積し、一元的に管理し、データベースを構築することが重要である。 

③ このデータベースにより、的確に構造物の状況を把握し、日常管理や点検の効率

化が図られ、劣化予測の精度の向上等に活用できる。 

④ 保全対策の履歴、日常管理状況、点検結果等の情報を毎年更新するとともに、デ

ータベースを容易に更新、検索、編集できるようにしておくことも有用である。 
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【表－27 保全対策において重要となる基礎情報】 

 

 

 

・ 保全対策の合理化、効率化を目的として、定期的に事後評価を行い、保全対策計画の

策定方法や保全対策事業の進め方について、妥当性を検証する。また必要に応じて、点

検計画等の見直しを行い、個別施設計画を更新する。 

 

 

【図－13 事後評価（例）】 
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（参考）用語の定義 

本手引きで使用している各用語の定義を以下に示す。 

用語 定義 解説 

長寿命化 農道の点検・診断に基づく保全対策によ

り現在の耐用年数を延伸する行為 

 

保全対策コスト 農道を供用し、機能を要求する性能水準

以上に保全するために必要となる建設工

事費、補修・補強費等の経費の総額 

 

耐用年数 農道の交通機能や空間機能等が低下する

ことなどにより、必要とされる機能が果

たせなくなり、当該農道が供用できなく

なるまでの期間として期待できる年数 

施設管理者が通常行う標準的な施設管理や軽微

な補修等を行うことによって、実現される耐用期

間の平均的な年数。標準耐用年数とは直接関係し

ない。日常管理費の増加などによる経済的不利の

発生、営農形態の高度化等による施設に要求され

る機能・性能の向上などで施設の陳腐化が急速に

進めば標準耐用年数よりも短い場合もある。 

標準耐用年数 「土地改良事業における経済効果の測定

に必要な諸係数について（昭和６０年７

月１日６０構改 C 第６９０号）」で示さ

れている施設区分、構造物区分毎の設計

時に規定した供用目標年数。 

左記の通知は、所得税法及び法人税法の減価償 

却資産の償却期間を定めるため財務省令で定め 

られたものを基礎として、農林水産省が定めたも

の。 

税法上の減価償却期間を規定するものである 

ことから、耐用年数の検討の目安として活用でき

る。しかしながら、必ずしも供用できなくなるま

での標準的期間でないことに留意が必要。 

本来であれば、施設の重要度等に応じて、要求 

性能と設計耐用年数(設計時において施設がその

目的とする機能を十分果たさなければならない

と想定した期間)を設定して設計を実施すべきで

ある。設計耐用年数を設定するためには、劣化メ

カニズムの解析や調査データなどから劣化予測

を行い、施設の劣化期間を把握する必要がある。 

しかしながら、現時点では劣化期間を把握するこ

とは難しいことから、当面設計耐用年数は標準耐

用年数を準用して設定するものとする。ただし、

個別に設定できる場合はこの限りではない。 

施設の機能 施設の設置目的又は要求に応じて、施設

が果たすべき役割、働きのこと。 

農道では、交通機能、空間機能、環境保全など。 

施設の性能 施設が果たす役割（施設の機能）を遂行

する能力のこと。 

性能は、その能力を数値で示すことができる。 

農道の交通機能を遂行する能力である、輸送性、

安全性、走行性など。 
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用語 定義 解説 

性能低下 経時的に施設の性能が低下すること。 構造物の変状やその他の要因により、施設機能 

を発揮する能力である性能（安全性、走行性等）

が低下していること。 

点検 農道の変状や異常について近接目視等に

より状態の把握を行うことをいう。必要

に応じて実施する、近接目視に加えた打

音、触診、その他の非破壊検査等による

状態の把握を含む。 

日常点検、定期点検、異常時点検、詳細点検に区

分される。 

健全性の診断 定期点検において、次回定期点検までの

措置の必要性についての所見を示すもの 

所見の内容を定期点検要領に基づき、健全度区分

に分類する。 

変状 初期欠陥、損傷、劣化を合わせたもの。 施設が健全な状態で本来期待されている機能 

や状況と比較して、異なっている状況。具体的に

は、ひび割れ、剥離、欠損などの状態。 

「異状」に近い概念であるが、施設に求められ 

る性能が低下しているか否かという評価を必ず 

しも含まない。 

劣化 立地や気象条件、使用状況等に起因し、

時間の経過とともに施設の性能低下をも

たらす部材・構造等の変化。 

 

損傷 偶発的な外力に起因する欠陥。 時間の経過とともに施設の性能低下が起きた 

ものでないもの。衝突や地震等に起因する欠陥。 

保全対策計画 性能指標や健全性について管理水準を定

め、それを維持するための中長期的な手

法をとりまとめたもの。 

 

保全対策 保全対策計画に基づく工事等のこと。  

予防保全 当該施設に求められる性能が、管理水準

以下に低下する前に、リスク管理を行い

つつ、保全対策コストの低減、リスク軽

減等の観点から、経済的に耐用年数の延

伸を図る目的で実施する対策。 

 

事後保全 当該施設に求められる性能が、管理水準

以下に低下した後に実施する対策。 

当該施設の機能に支障が生じた後に対策を講 

じること。 

補修 主に施設の耐久性を回復又は向上させる

こと。 

劣化の進行を抑制したり、部分的な施設の欠損 

等を実用上支障のない程度まで回復又は向上さ 

せることで、施設の寿命を長くすること。 

施設の一部に対する行為に関する概念。修繕と同

義。耐久性（構造物の劣化に対する抵抗性）を回

復もしくは向上させることで、構造的耐力（力学

的性能）の向上を必ずしも伴うものではない。 
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用語 定義 解説 

なお、補修・補強については、性能を回復する 

行為を補修、性能を向上させる行為を補強と定義

する考え方もあるが、本手引きでは「コンクリー

ト標準示方書維持管理編(平成 25 年版)」の記述

も参考に左記のとおりとした。 

補強 主に施設の構造的耐力を回復又は向上さ

せること。 

コンクリート増厚、強化繊維素材の貼付け等が 

これにあたる。施設の一部に対する行為に関する

概念。 

改修 失われた機能を補い、又は新たな機能を

追加すること。 

更新は既存の施設を撤去し新しいものを建設 

することを念頭に置いているが、改修は必ずしも

既存施設が撤去されることを前提としていない

点が異なる。 

更新 施設又は設備を撤去し新しく置き換える

こと。なお、施設系全体を対象とした場

合は、施設系を構成する全施設を更新す

る場合だけではなく、補修、補強等を包

括して行うことも更新という。 

 

措置 定期点検結果や必要に応じて追加で実施

する各種の調査結果に基づいて、農道の

管理者が、農道の機能や性能の維持・回

復を目的に、監視や保全対策を行うこと

をいう。 

定期的あるいは常時の監視、保全対策（補修・補

強等）、撤去など。また、緊急に対策を講じるこ

とができない場合などの対応として、通行規制・

通行止めなどがある。 

監視 保全対策を実施するまでの期間、農道の

管理への活用を予定し、予め決めた箇所

の挙動等を追跡的に把握することをい

う。 

 

記録 定期点検、措置の検討等のために追加で

行った各種調査の結果、措置の結果につ

いて、以後の保全管理の記録することを

いう。 

 

 

 

 




